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*1大学院工学研究科 博士（工学） 

2017 年 10 月 26 日受付 

2017 年 12 月 18 日受理 

十
六
・
七
世
紀
、
大
村
キ
リ
シ
タ
ン
町
の
構
成
に
つ
い
て
の
解
析 

そ
の
一 
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十
六
世
紀
後
期
、
大
村
純
忠
は
日
本
最
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
、
大
村
領

の
横
瀬
浦
を
開
港
し
、
さ
ら
に
長
崎
開
港
や
天
正
遣
欧
使
節
で
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
肝
心
の
大
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
町
の
こ
と
は
、
歴
史
上
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
。
具
体
的
に
は
、
大
村
に
造
ら
れ
た
初
期
教
会
、
語
学
コ
レ
ジ
ョ
、
坂
口
と
大

村
と
の
関
係
、
玖
島
城
の
教
会
な
ど
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
新
し
い
知
見
に
基
づ
い

て
、
こ
れ
ら
の
大
村
キ
リ
シ
タ
ン
町
の
形
成
と
衰
退
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

不
明
な
の
は
有
馬
キ
リ
シ
タ
ン
町
も
同
様
だ
が
、
大
村
の
町
は
宣
教
師
に
よ
る
描

写
が
次
第
に
乏
し
く
な
る
よ
う
だ
。
松
田
毅
一
氏
は
「
大
村
に
於
け
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ア

ー
ニ
の
詳
し
い
動
静
は
判
ら
な
い
」（
注
１
）

と
素
直
に
述
べ
て
い
る
。
現
在
は
市
街
化

が
進
み
、
三
城
城
（
大
村
城
）
の
麓
を
JR

線
が
か
す
め
、
玖
島
城
（
新
城
）
横
を
国

道
が
通
る
な
ど
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。 

本
拠
が
坂
口
に
所
在
し
た
時
代
は
、
大
村
別
宅
の
地
名
と
一
致
す
る
の
で
、
比
較

的
容
易
に
た
ど
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
後
は
城
の
内
と
外
の
記
述
程
度
で
、
場
所

の
特
定
が
難
し
く
、
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
大
村
キ
リ
シ
タ
ン
施
設
の
所
在
に
関

し
て
、
①
三
城
七
騎
籠
の
時
に
燃
え
た
教
会
は
宝
生
寺
と
す
る
説
（
注
２
）
、
②
坂
口
時

代
の
別
の
潜
伏
地
は
宝
生
寺
と
す
る
説
（
注
３
）
、
③
大
村
に
日
本
語
学
習
の
施
設
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
と
す
る
説
（
注
４
）
、
と
数
少
な
く
、
い
ず
れ
も
部
分
的
な
指
摘
に
と
ど

ま
る
。
こ
う
し
た
仮
説
で
な
く
て
も
、
近
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
は
事
実
を
時
系
列
で

細
分
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
時
系
列
だ
け
の
歴
史
表
現
だ
と
場
所
の
関
係
性

が
損
な
わ
れ
、
例
え
ば
、
同
一
場
所
な
の
に
異
な
っ
た
場
所
の
印
象
を
与
え
て
し
ま

い
、
歪
ん
だ
歴
史
表
現
と
な
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

大
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
町
は
、
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
時
代
を
第
二
期
と
し
、

そ
の
前
と
後
の
三
期
に
区
分
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
施
設
が
存
在
し
た
期
間
を
対
象
に
解

析
し
た
。
町
の
構
成
を
解
析
す
る
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
純
忠
、
喜
前
の
時
代
そ
れ
ぞ

れ
を
前
後
に
a
、
b
と
区
分
し
た
。
大
村
の
教
会
の
移
り
変
わ
り
は
、
地
域
戦
争
、

寺
院
破
壊
、
純
忠
か
ら
喜
前
へ
移
譲
、
伴
天
連
追
放
令
で
の
教
会
破
壊
な
ど
、
建
設

と
破
壊
が
少
な
く
と
も
四
回
繰
り
か
え
さ
れ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
町
の
施
設
解
析
に
重

要
な
根
拠
と
な
る
資
料
に
番
号
を
付
し
て
明
確
に
し
た
。 

 

一
． 

第
一
期 

  

す
み
た
だ 

よ
し
あ
き 

【
人
文
学
】【
社
会
科
学
】【
工
学
】〈
研
究
論
文
〉 

(pp.11-19) 
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（
一
）
キ
リ
シ
タ
ン
町
以
前 

 
 

大
村
古
図
『
三
城
小
路
図
写
』
（
資
料
１
）
（
注
５
）

は
、
純
前
の
時
代
の
天
文
十

年
代
頃
の
町
図
で
、
大
村
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
入
る
前
の
町
の
様
子
を
よ
く
表
し
て
い

る
（
図
１
）。
大
村
家
十
六
代
純
伊
、
十
七
代
純
前
、
十
八
代
純
忠
は
大
村
館
を
住
ま

い
と
し
、
中
世
の
館
を
核
と
し
た
市
を
構
成
し
た
。
図
１
に
、「
三
城
城
は
永
禄
六
年

（
一
五
五
八
）
二
月
か
ら
七
年
（
一
五
六
四
）
に
築
城
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

本
堂
川
（
大
上
戸
川
）
を
背
後
に
、
大
村
館
を
中
心
に
市
（
町
）
が
北
西
方
向
に

形
成
さ
れ
、
城
か
ら
大
手
通
り
が
直
線
状
に
軸
を
な
し
、
四
ツ
辻
で
乾
馬
場
通
り
が

約
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
直
交
軸
を
構
成
す
る
。
乾
馬
場
通
り
周
辺
に
は
大
村
館
を

は
じ
め
家
老
宅
な
ど
が
並
ん
だ
。
当
時
は
、
城
下
の
大
手
通
り
に
大
村
家
菩
提
寺
の

宝
生
寺
が
配
置
し
、
他
は
市
中
に
円
長
寺
、
阿
弥
陀
寺
、
円
福
寺
、
大
通
寺
、
普
門

坊
、
山
手
に
通
照
寺
、
観
音
、
本
堂
川
支
流
沿
い
に
千
乗
院
、
萬
乗
院
、
浄
土
寺
が

集
ま
り
並
ん
で
い
た
。 

 

（
二
）
大
村
の
初
期
教
会
（Ⅰ

ａ
期
） 

 

1) 

初
期
教
会
の
建
設 

純
忠
は
、
一
五
六
三
年
に
横
瀬
浦
に
港
を
定
め
、
同
年
に
同
地
で
教
会
を
建
て
受

洗
し
、
霊
名
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
を
得
た
。
一
五
五
八
年
か
ら
大
村
の
地
に
築
城
を
始
め

た
純
忠
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
城
市
を
造
る
か
思
案
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
次
の
資

料
２
に
よ
る
と
、
純
忠
が
最
初
に
出
し
た
教
会
案
は
、「
無
住
の
僧
院
」
ま
た
は
「
甚

だ
美
し
く
快
適
な
ド
ン
・
ル
イ
ス
の
住
居
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
場
所
は
不
明
だ
が
、

市
中
に
違
い
な
く
、
す
ぐ
に
で
も
用
立
て
可
能
な
敷
地
を
例
示
し
た
ら
し
く
、
さ
ら

に
「
最
適
と
思
わ
れ
る
場
所
を
指
示
す
る
よ
う
切
に
請
う
」
て
い
た
。 

「
彼
は
大
村
か
ら
戦
場
に
戻
る
に
先
立
っ
て
、
同
市
は
彼
の
領
国
の
な
か
で
も

主
要
に
し
て
当
地
（
日
本
）
で
最
も
優
美
な
市
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
壮

麗
な
教
会
を
建
て
る
こ
と
を
強
く
望
ん
だ
。
・
・
・
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス

師
に
伝
言
を
送
り
、
大
村
に
来
て
教
会
を
建
設
す
る
の
に
最
適
と
思
わ
れ
る
場

所
を
指
示
す
る
よ
う
切
に
請
う
た
。
ま
た
、
同
地
に
は
教
会
を
建
設
し
う
る
場

所
が
あ
り
、
か
つ
て
仏
僧
ら
の
所
有
し
た
無
住
の
僧
院
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
従

前
、
悪
魔
が
崇
め
ら
れ
た
場
所
な
る
が
故
に
司
祭
の
気
に
入
ら
ね
ば
、
甚
だ
美

し
く
快
適
な
ド
ン
・
ル
イ
ス
の
住
居
を
取
り
上
げ
、
彼
に
は
代
償
を
払
う
で
あ

ろ
う
と
（
言
っ
た
）
。
」
（
資
料
２
）
（
注
６
） 

し
か
し
、
重
臣
ド
ン
・
ル
イ
ス
が
殺
害
さ
れ
、
横
瀬
浦
の
港
町
は
建
設
途
上
で
燃 

  

図
１ 

『
三
城
小
路
図
写
』（
大
村
市
立
史
料
館
蔵
）（
Ａ
三
城
城
、
Ｂ
本
堂
川
、
Ｃ
大
手
通
り
、
Ｄ

乾
馬
場
通
り
、
Ｅ
四
ツ
辻
、
Ｆ
大
村
館
、
Ｇ
川
崎
屋
敷
、
Ｈ
宝
生
寺
、
Ｉ
本
経
寺
、
Ｊ
通
照
寺
） 

 

 

  

す
み
こ
れ 

す
み
あ
き 
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や
さ
れ
た
。
こ
の
後
に
純
忠
は
大
村
城
い
わ
ゆ
る
三
城
城
を
築
城
し
、
一
五
六
五
年 

に
大
村
に
近
い
福
田
浦
に
港
を
新
設
し
、
一
五
六
八
年
に
大
村
の
市
に
最
初
の
教
会

を
設
け
て
態
勢
を
固
め
た
。 

こ
の
初
期
教
会
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
次
は
、
初
期
教
会
の
建
設
当
時
を
示

す
資
料
３
、
そ
の
使
わ
れ
方
の
資
料
４
、
城
の
教
会
に
つ
い
て
の
資
料
５
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
教
会
建
設
は
、
一
五
六
八
年
の
聖
ア
ン
デ
レ
の
祝
日
（
十
一
月
三
十

日
）
に
着
工
、
聖
母
受
胎
の
日
（
十
二
月
八
日
）
に
最
初
の
ミ
サ
を
行
い
献
堂
式
を

催
し
た
（
資
料
３
）。
さ
ら
に
城
の
中
に
教
会
を
設
け
、
一
五
七
〇
年
十
月
に
家
族
で

洗
礼
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
（
資
料
５
）。
こ
う
し
た
一
連
の
祭
事
は
、
三
城
城
の

築
城
の
直
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
城
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た
町
づ
く
り
と
考
え
ら

れ
る
。
一
年
後
に
は
、
二
千
五
百
名
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
三
つ
の
教
会
（
市
中
、
城
内
、

鈴
田
）
を
有
し
（
注
７
）
、
二
年
後
に
は
郡
で
も
布
教
し
た
（
注
８
）
。 

「
然
し
て
彼
ら
は
、
も
し
売
る
と
す
れ
ば
非
常
な
高
値
が
つ
く
地
所
を(

司
祭
が

受
け
取
る
こ
と
を)

求
め
た
。
こ
れ
ら
の
大
身
が
皆
、
司
祭
を
訪
ね
、
彼
ら
の
願

い
を
聞
き
入
れ
て
留
ま
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
。
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
は
さ

っ
そ
く
、
教
会
を
建
て
る
た
め
の
広
い
土
地
を
与
え
た
。・
・
・
一
五
六
八
年
の

聖
ア
ン
デ
レ
の
祝
日
、
大
村
の
教
会
の
柱
が
立
て
ら
れ
、
聖
母
受
胎
の
日
、
最

初
の
ミ
サ
を
同
教
会
で
執
り
行
い
、
教
会
を
受
胎
の
聖
母
に
献
じ
た
。・
・
・
教

会
に
隣
接
す
る
土
地
に
大
き
な
舞
台
を
設
け
た
が
、
こ
れ
は
見
物
を
望
む
人
た

ち
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
、
そ
の
土
地
の
周
囲
に
多
数
の
桟
敷
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
大
勢
の
異
教
徒
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
夫
人
、
そ
の
他

の
婦
女
子
が
い
た
。
こ
の
祝
祭
に
二
千
人
以
上
が
集
ま
り
、
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ

メ
ウ
の
奥
方
も
同
伴
し
て
来
た
数
人
の
夫
人
と
と
も
に
一
つ
の
大
き
な
桟
敷
に

お
り
、他
の
桟
敷
に
は
司
祭
が
日
本
人
修
道
士
二
名
お
よ
び
私
と
一
緒
に
い
た
」

（
資
料
３
）（
注
９
） 

「
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス
師
は
大
村
に
住
み
、
同
所
に
一
宇
の
教
会
を
設
け

た
。
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
（
大
村
純
忠
）
は
彼
の
領
国
の
中
心
で
あ
る
そ
の

市
に
住
ん
で
い
る
た
め
、
教
会
を
し
ば
し
ば
訪
れ
、
と
り
わ
け
日
曜
日
と
祝
祭

に
は
深
い
信
心
を
も
っ
て
ミ
サ
と
説
教
に
列
す
る
。
彼
の
城
と
屋
敷
は
教
会
か

ら
少
し
の
所
に
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
ら
は
、
司
祭
が
滞
在
し
て
よ
き
模
範
を
垂

れ
、
数
多
く
説
教
し
て
諭
す
こ
と
に
よ
り
多
大
な
利
益
に
与
り
、
キ
リ
シ
タ
ン

の
人
数
が
八
百
近
く
増
加
し
た
」（
資
料
４
）（
注
10
） 

「
大
村
か
ら
七
里
の
長
崎
・
・
・
次
い
で
長
崎
の
教
会
に
至
っ
て
百
五
十
名
、

も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
作
り
、
同
地
か
ら
大
村
に
赴
い
て
ド

ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
と
キ
リ
シ
タ
ン
ら
を
訪
問
し
た
。
司
祭
は
ド
ン
・
バ
ル
ト

ロ
メ
ウ
の
妻
と
長
子
、娘
た
ち
、お
よ
び
家
内
の
者
全
員
を
キ
リ
シ
タ
ン
に
し
、

彼
の
城
に
教
会
用
地
を
整
え
た
。
然
し
て
ほ
か
に
も
多
数
の
人
が
（
キ
リ
シ
タ

ン
に
）な
り
、九
百
名
か
ら
な
る
一
集
落
を
キ
リ
シ
タ
ン
に
す
る
こ
と
に
定
め
、

そ
の
内
お
よ
そ
五
百
名
は
す
で
に
洗
礼
を
授
か
っ
た
と
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
」

（
資
料
５
）（
注
11
） 

次
の
資
料
６
は
、「
三
城
七
騎
籠
」
の
戦
い
で
、
初
期
教
会
が
焼
か
れ
た
場
面
を
示

す
。
当
時
の
教
会
地
は
、
修
道
院
と
教
会
で
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
三

城
七
騎
籠
」
の
戦
い
は
、
一
五
七
二
年
（「
大
村
記
」）、
一
五
七
三
年
（「
フ
ロ
イ
ス

日
本
史
」）、
一
五
七
五
年
（
資
料
６
の
「
カ
ブ
ラ
ル
書
簡
」）
と
、
年
代
説
が
三
つ
あ

る
。
集
団
改
宗
が
一
五
七
四
年
（「
大
村
家
記
」「
郷
村
記
」「
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
」）

と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
次
項
の
資
料
９
よ
り
、
集
団
改
宗
の
時

期
は
一
五
七
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
と
判
断
で
き
る
。
資
料
６
は
一
五
七
五
年
九
月

十
二
日
の
発
信
だ
が
、
長
文
で
期
間
を
定
め
に
く
い
。
前
半
が
三
城
七
騎
籠
、
後
は

集
団
改
宗
後
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
中
の
「
六
ヵ
月
足
ら
ず
」
で
状
況
が
好

転
し
て
集
団
改
宗
に
移
っ
た
と
み
れ
ば
、
三
城
七
騎
籠
は
一
五
七
四
年
四
月
頃
の
出

来
事
と
な
る
。
従
っ
て
、
初
期
教
会
は
一
五
六
八
年
十
二
月
か
ら
一
五
七
四
年
四
月

頃
の
わ
ず
か
五
年
余
し
か
存
続
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 
 
 
 
 

 

「
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
住
居
か
ら
お
よ
そ
大
砲
の
射
程
距
離
ほ
ど
の
所
に

あ
る
我
ら
の
修
道
院
と
教
会
を
警
護
し
て
い
た
。・
・
・
彼
ら
は
ま
ず
最
初
に
教

会
を
略
奪
し
、
次
い
で
教
会
と
町
の
多
数
の
家
に
火
を
放
ち
、
さ
ら
に
・
・
・

そ
の
た
め
、
諸
人
は
直
ち
に
彼
の
側
に
つ
き
、
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
は
七
名

の
家
臣
と
と
も
に
壊
れ
た
不
防
備
な
城
に
留
ま
っ
た
が
、修
道
士
と
一
緒
に（
逃

れ
て
）
来
た
二
人
を
加
え
れ
ば
九
名
で
あ
り
、
修
道
士
を
入
れ
て
も
十
名
で
あ

っ
た
。・
・
・
彼
は
教
会
が
焼
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、「
彼
ら
は
教
会
を
焼

い
て
い
る
。
然
ら
ば
勝
利
は
我
が
も
の
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
た
。・
・
・
こ
の
勝

利
に
よ
り
状
況
は
徐
々
に
好
転
し
、
つ
い
に
彼
は
六
ヶ
月
足
ら
ず
で
寺
領
を
取

り
戻
し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
三
、
四
ヵ
所
の
城
を
わ
が
も
の
に
し
た
。・
・
・

か
く
し
て
、
お
よ
そ
七
ヵ
月
間
で
一
万
七
千
乃
至
一
万
八
千
名
が
洗
礼
を
授
か

り
、
五
、
六
十
ヵ
所
の
僧
院
の
仏
僧
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
」（
資
料
６
）（
注

12
） 

 

2) 

初
期
教
会
の
所
在
地 

初
期
教
会
に
関
す
る
説
①
は
、
資
料
６
に
、
三
城
城
か
ら
教
会
が
焼
か
れ
る
の
が

見
え
た
の
で
、
三
城
近
く
の
宝
生
寺
が
初
期
教
会
だ
と
想
定
し
た
説
で
あ
る
。
し
か

し
、
教
会
建
設
当
時
の
資
料
３
に
は
、
教
会
の
地
所
は
、「
も
し
売
る
と
す
れ
ば
非
常



                                          村田 明久                                           14 

な
高
値
が
つ
く
地
所
」
と
あ
る
。
古
図
を
見
る
と
、
宝
生
寺
は
城
と
川
に
挟
ま
れ
た

田
の
中
に
立
地
し
、
市
街
境
の
川
か
ら
寺
入
口
ま
で
約
百
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
た

（
図
１
）。こ
の
た
め
高
値
の
地
所
と
言
え
ず
、説
①
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。ま
た
、

純
忠
が
当
初
候
補
に
挙
げ
た
「
無
住
の
僧
院
」「
甚
だ
美
し
く
快
適
な
ド
ン
・
ル
イ
ス

の
住
居
」
の
二
地
区
に
つ
い
て
も
、
非
常
な
高
値
の
地
所
と
は
な
る
ま
い
。 

で
は
、
高
値
が
つ
く
地
所
と
は
ど
こ
か
。
古
図
中
に
町
中
心
を
求
め
て
み
る
と
、

城
の
大
手
通
り
と
乾
馬
場
通
り
の
交
差
す
る
四
ッ
辻
（
図
１
の
Ｅ
）
辺
で
一
致
す
る

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
集
積
状
況
で
選
別
す
る
と
、
乾
馬
場
通
り
南
東
側
地
区
（
こ

の
う
ち
東
は
大
村
館
）
は
背
後
が
河
川
で
劣
る
の
で
、
非
常
な
高
値
が
つ
く
の
は
乾

馬
場
通
り
の
北
西
側
区
画
で
、
大
手
通
り
の
東
か
西
の
ど
ち
ら
か
の
区
画
と
な
る
だ

ろ
う
。 

資
料
６
の
三
城
七
騎
籠
の
戦
い
で
は
、
次
の
資
料
７
の
よ
う
に
、
諫
早
勢
が
大
手

門
か
ら
城
に
攻
め
入
ろ
う
と
、（
教
会
を
焼
い
て
）
四
ッ
辻
の
川
崎
屋
敷
（
図
１
の
Ｇ
）

に
早
々
と
布
陣
し
て
い
た
。
従
っ
て
教
会
は
、
川
崎
屋
敷
の
（
西
）
側
で
な
く
、
大

手
通
り
を
挟
ん
で
対
面
の
東
側
区
画
に
あ
っ
た
と
推
断
で
き
る
。 

「
諫
早
勢
は
内
応
の
者
共
と
一
ツ
に
成
り
て
、
大
手
よ
り
責
入
ら
ん
と
て
大
村

川
橋
詰
ま
で
押
寄
た
り
、
大
将
大
渡
野
軍
兵
衛
は
、
乾
の
馬
場
四
ッ
辻
川
崎
屋

鋪
に
居
て
、
内
通
せ
し
者
と
も
遅
参
せ
し
事
を
怒
て
、
屋
鋪
屋
鋪
に
使
を
立
る

事
櫛
の
歯
を
挽
か
如
し
」（
資
料
７
）（
注
13
） 

こ
の
当
該
区
画
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
。
純
忠
の
屋
敷
（
住
居
）
と
教
会
の
距

離
は
、
資
料
４
に
は
「
少
し
の
所
」、
資
料
５
に
は
「
お
よ
そ
大
砲
の
射
程
距
離
ほ
ど

の
所
」
と
あ
る
。
純
忠
の
「
屋
敷
」
と
は
大
村
館
（
図
１
の
Ｆ
）
と
考
え
て
よ
い
。

大
村
館
と
当
該
区
画
の
中
心
間
距
離
は
、
大
手
通
り
に
並
行
に
と
る
と
、
現
在
の
図

で
は
約
百
七
十
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
た
。
一
五
八
六
年
当
時
の
大
砲
の
射
程
距
離
は
約

三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
（
注
14
）

、
約
半
分
の
距
離
内
に
あ
り
矛
盾
す
る
も
の
で

な
い
。
当
該
区
画
は
、
古
図
で
見
る
と
、
大
村
館
か
ら
一
区
画
先
に
位
置
す
る
が
、

大
砲
で
飛
び
越
え
る
と
い
う
距
離
表
現
は
ふ
さ
わ
し
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
初
期
教
会
は
、
大
村
館
の
北
西
方
向
一
つ
先
の
区
画
に
位
置

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
図
か
ら
推
定
す
る
と
、
現
在
の
乾
馬
場
町
八
三
一
～
八
五

七
番
の
区
画
が
該
当
す
る
。 

 

純
忠
の
キ
リ
ス
ト
教
導
入
初
期
に
お
け
る
大
村
町
の
形
成
を
ま
と
め
る
と
、
中
世

の
大
村
館
を
中
心
と
す
る
町
の
形
態
か
ら
、
背
後
山
手
に
城
を
構
え
、
市
中
心
部
に

主
教
会
、
城
内
に
教
会
施
設
を
併
置
す
る
構
成
へ
と
変
化
し
た
。
し
か
し
、
既
成
の

寺
院
、
神
社
の
立
地
、
体
制
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
三
）
集
団
改
宗
後
（Ⅰ

b
期
） 

 
 

一
五
七
三
年
に
三
城
七
騎
籠
、
一
五
七
四
年
に
寺
院
打
ち
壊
し
の
後
、
集
団
改
宗

へ
と
進
ん
だ
。
資
料
８
に
よ
れ
ば
、
こ
の
集
団
改
宗
に
よ
り
、
二
万
名
が
洗
礼
を
受

け
、
六
十
ヵ
所
以
上
の
寺
院
が
改
宗
し
た
。 

「
同
地(

大
村
）
で
は
定
航
船
が
出
航
す
る
ま
で
に
二
万
名
の
人
々
が
洗
礼
を
受

け
、
六
十
ヵ
所
以
上
の
僧
院
が
改
宗
し
、
か
つ
て
悪
魔
を
祭
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
僧
院
は
今
や
神
を
礼
拝
す
る
た
め
に
役
立
っ
て
い

る
。・
・
・
過
ぐ
る
年
の
二
万
名
を
数
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ

ウ
の
所
領
で
新
た
に
受
洗
し
た
者
は
一
万
五
千
名
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（
資
料

８
）（
注
15
） 

一
五
七
九
年
に
巡
察
師
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
来
日
、
さ
ら
に
一
五
八
七
年
に
秀
吉
の

伴
天
連
追
放
令
で
教
会
が
多
数
壊
さ
れ
迫
害
が
始
ま
る
。
こ
こ
は
日
本
史
に
お
い
て

も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
の
大
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
町
の
動
き
は
『
大
村
市
史
（
上
）』

『
新
編
大
村
市
史
（
第
二
巻
）』（
注
16
）

で
も
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

そ
こ
で
、
こ
の
項
で
は
、
集
団
改
宗
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
町
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
、

『
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
ル
セ
ナ
の
回
想
録
』（
注
17
）（『
ル
セ
ナ
回
想
録
』
と
略
す
）
を

用
い
る
。
ル
セ
ナ
（P

.A
fon

so
 d

e
 L

u
cen

a
 S

.J
. 1

5
5
1
-1

6
2
3

）
は
、
一
五
七
八
年

か
ら
一
六
〇
五
年
ま
で
の
二
十
八
年
間
大
村
に
い
た
司
祭
で
あ
る
。
よ
く
使
わ
れ
る

資
料
だ
が
、
本
論
で
は
新
し
い
知
見
で
解
析
し
、
ル
セ
ナ
の
言
う
「
私
た
ち
の
教
会
」

と
「
私
た
ち
の
住
ま
い
」
に
着
目
し
た
。 

 

1) 
 

私
た
ち
の
教
会
・
・（
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
） 

 

ま
ず
、
集
団
改
宗
後
に
行
わ
れ
た
教
会
設
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

次
の
フ
ロ
イ
ス
資
料
９
に
記
載
の
シ
ュ
ッ
テ
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
、「
そ
の
日
、
大
村

の
も
っ
と
も
主
要
な
寺
院
を
教
会
に
変
え
」
た
と
あ
る
。
十
九
世
紀
に
編
纂
の
『
郷

村
記
』
で
は
、
大
村
の
四
大
本
寺
と
そ
の
寺
領
は
、
本
経
寺
（
百
二
十
石
）、
宝
円
寺

（
七
十
五
石
）、
円
融
寺
（
五
十
五
石
）、
長
安
寺
（
三
十
六
石
）
で
あ
っ
た
。
後
の

資
料
12
の
宝
生
寺
蹟
の
項
に
、「
此
宝
性
寺
は
大
寺
に
し
て
丹
後
守
純
忠
の
菩
提
所

な
り
慶
長
四
年
の
高
帳
に
、
寺
領
弐
百
五
拾
弐
石
五
斗
弐
舛
」
と
倍
違
い
の
石
高
か

ら
し
て
、
当
時
の
「
最
も
主
要
な
寺
院
」
と
は
宝
生
寺
の
こ
と
に
違
い
な
い
。 

す
な
わ
ち
、
純
忠
と
コ
エ
リ
ュ
と
重
要
会
談
を
行
っ
た
一
五
七
四
年
十
一
月
一
日

に
、
集
団
改
宗
に
先
だ
ち
、
純
忠
は
自
ら
の
寺
院
宝
生
寺
を
教
会
に
変
え
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
異
教
徒
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
よ
う
に
公
に
勧
告
し
、
キ
リ
シ
タ
ン

宗
門
を
受
け
入
れ
ぬ
者
は
国
か
ら
去
る
べ
し
と
命
じ
、
教
会
に
変
え
ぬ
限
り
異
教
の
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寺
社
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
大
村
の
諸
寺
院
は
一
五
七
四
年
十

一
月
前
ま
で
従
来
通
り
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
一
月
に
は
四
度
の
集
団

受
洗
式
が
行
わ
れ
、
降
誕
祭
に
は
貴
人
と
仏
僧
が
改
宗
し
た
。 

「
一
五
七
四
年
十
一
月
一
日
（
天
正
二
年
十
月
十
八
日
）
に
両
者
は
重
要
会
談

を
行
な
い
、
そ
の
結
果
、
純
忠
は
コ
エ
リ
ュ
の
勧
告
に
従
っ
て
全
家
臣
を
改
宗

さ
せ
る
こ
と
に
決
め
た
。
コ
エ
リ
ュ
と
と
も
に
大
村
に
赴
い
て
い
た
ミ
ゲ
ル
・

ヴ
ァ
ス
が
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
。
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
純
忠
は
、
そ
の
日
、

大
村
の
も
っ
と
も
主
要
な
寺
院
を
教
会
に
変
え
、
異
教
徒
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
教

え
を
聴
聞
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
よ
う
公
に
勧
告
し
、
仏
僧
で
あ
れ
俗
人
で

あ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
を
受
け
入
れ
ぬ
者
は
国
か
ら
去
る
べ
し
と
命
じ
た
。

教
会
に
変
え
ら
れ
ぬ
限
り
異
教
の
寺
社
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
十
一
月

に
は
四
度
の
集
団
受
洗
式
が
行
わ
れ
、
降
誕
祭
に
は
大
村
で
四
十
人
の
貴
人
と

四
人
の
仏
僧
が
改
宗
し
た
」（
資
料
９
）（
注
18
） 

 

次
に
、
純
忠
の
埋
葬
地
と
い
う
別
の
観
点
か
ら
試
み
る
。
シ
ュ
ッ
テ
氏
は
、
純
忠

が
イ
エ
ズ
ス
会
の
「
屋
敷
」
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
ル
セ
ナ
の
記

事
か
ら
、「
彼
が
大
村
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
会
に
葬
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
注
19
）
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ロ
イ
ス
の
「
彼
は
（
イ
エ
ズ
ス
）
会
の
偉
大

な
功
労
者
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ご
と
く
が
彼
に
は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

在
日
（
イ
エ
ズ
ス
会
）
の
司
祭
た
ち
は
、
会
則
に
従
っ
て
彼
の
た
め
に
ミ
サ
を
捧
げ

た
」（
注
20
）

の
記
述
と
合
う
。
あ
る
い
は
ル
セ
ナ
の
次
の
資
料
10
で
、
純
忠
が
イ
エ

ズ
ス
会
士
ら
に
、「
我
ら
の
屋
敷
」
に
葬
る
よ
う
希
望
し
た
文
書
が
証
左
で
あ
ろ
う
。 

「
我
ら
が
城
で
彼
の
傍
に
い
て
、
そ
し
て
彼
に
仕
え
る
婦
人
た
ち
も
み
な
我
ら

の
ま
わ
り
に
い
た
時
、
彼
女
た
ち
に
部
屋
か
ら
出
る
よ
う
命
令
し
た
。
そ
し
て

我
ら
だ
け
が
残
っ
た
時
、
自
分
の
葬
式
の
方
法
に
つ
い
て
話
し
た
。
す
な
わ
ち

自
分
も
、
城
に
葬
ら
れ
て
い
た
夫
人
も
、
我
ら
の
屋
敷
に
葬
ら
れ
て
い
る
彼
の

一
人
の
娘
の
側
に
葬
る
よ
う
に
言
っ
た
。
そ
し
て
自
分
は
天
国
に
入
る
こ
と
を

希
望
し
て
い
る
の
で
そ
の
葬
式
は
あ
ま
り
荘
厳
に
し
な
く
て
も
よ
い
。」（
資
料

10
）（
注
21
） 

純
忠
が
坂
口
に
て
卒
す
と
、「
彼
の
死
後
、
埋
葬
が
行
な
わ
れ
た
が
・
・
・
大
村
家

の
紋
章
と
飾
り
を
つ
け
た
馬
二
頭
が
準
備
さ
れ
る
と
、
私
た
ち
の
教
会
ま
で
の
道
お

よ
そ
半
レ
グ
ア
を
運
ん
で
、
そ
の
日
に
遺
体
を
埋
葬
し
た
」（
注
22
）
。
ま
た
別
の
箇
所

に
「
そ
の
土
地
（
坂
口
）
は
大
村
城
か
ら
お
よ
そ
半
レ
グ
ア
」（
注
23
）

と
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
同
じ
ル
セ
ナ
に
よ
る
記
述
で
、
坂
口
か
ら
大
村
方
向
に
「
お
よ
そ
半
レ
グ
ア
」

と
い
う
同
一
距
離
の
所
と
な
る
の
で
、
城
に
近
い
宝
生
寺
は
、
ル
セ
ナ
の
言
う
「
私

た
ち
の
教
会
」
の
第
一
候
補
に
入
る
だ
ろ
う
。 

日
本
側
資
料
に
、
純
忠
が
坂
口
館
に
て
卒
し
、
宝
生
寺
（
法
性
寺
）
に
埋
葬
し
た

記
録
が
あ
る
（
資
料
11
）。
そ
の
埋
葬
地
に
は
、
塚
が
あ
り
、
塚
上
に
野
石
や
五
輪

の
塔
等
数
基
あ
り
、
井
戸
が
あ
っ
た
と
い
う
（
資
料
12
）。 

さ
ら
に
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
三
）
に
、
故
あ
っ
て
喜
前
が
、
草
場
、
本
経
寺
の

耶
蘇
大
寺
と
同
時
に
、
宝
生
寺
（
の
耶
蘇
寺
）
を
焼
き
、
そ
の
後
廃
絶
し
た
と
あ
る

（
資
料
12
）。
つ
ま
り
資
料
13
に
あ
る
よ
う
に
、
ル
セ
ナ
が
大
村
を
追
放
さ
れ
た
一

六
〇
五
年
前
の
（
一
六
〇
三
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
を
焼
い
た
）
私
た
ち
、
殿
や
重

臣
の
罪
に
よ
り
日
本
の
秀
れ
た
教
会
を
失
っ
た
、と
し
た
内
容
と
前
後
関
係
が
合
う
。 

「
坂
口
古
舘 

坂
口
大
門
の
内
に
あ
り
、
今
に
舘
屋
敷
と
云
ふ
、
往
古
庄
野
賴

甫
居
屋
敷
の
よ
し
、
其
後
、
純
忠
民
部
大
輔
法
名
理
専
隠
居
所
を
構
営
し
、
遊

興
の
地
と
な
す
天
正
十
五
年
純
忠
此
舘
に
於
て
卒
す
、
春
秋
五
十
五
、
葬
法
性

寺
」（
資
料
11
）（
注
24
） 

「
宝
性
寺
蹟 

池
田
の
里
富
松
社
の
前
田
の
中
に
あ
り
、今
此
旧
跡
に
塚
あ
り
、

塚
上
に
野
石
の
塔
及
五
輪
の
塔
等
鋪
角
石
数
基
、
且
井
戸
の
形
あ
り
、
此
宝
性

寺
は
大
寺
に
し
て
丹
後
守
純
忠
の
菩
提
所
な
り
慶
長
四
年
の
高
帳
に
、
寺
領
弐

百
五
拾
弐
石
五
斗
弐
舛
と
あ
り
慶
長
四
己
亥
年
純
忠
の
遺
骸
を
当
寺
よ
り
城
下

草
場
に
改
葬
今
袋
町
の
裏
手
に
掘
あ
り
、
是
其
廟
跡
な
り
と
云
ふ
同
七
壬
寅
年

丹
後
守
喜
前
、
有
故
草
場
及
当
時
、
且
今
の
本
経
寺
の
地
に
あ
る
所
の
耶
蘇
の

大
寺
と
同
時
に
焼
之
、
其
後
廃
絶
事
詳
寺
院
之
部
宝
円
寺
縁
起
中
」（
資
料
12
）

（
注
25
） 

「
そ
れ
だ
か
ら
迫
害
が
始
ま
っ
て
、
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
子
供
で
あ
る
殿

が
私
た
ち
を
大
村
領
の
外
へ
追
放
し
た
時
に
は
、・
・
・
し
か
し
私
た
ち
の
罪
、

殿
や
重
臣
の
あ
る
人
々
の
罪
に
よ
り
、
ま
た
神
の
正
し
い
裁
き
に
よ
っ
て
私
た

ち
は
日
本
に
お
け
る
よ
く
育
て
ら
れ
て
い
た
秀
れ
た
教
会
の
一
つ
を
失
っ
た
」

（
資
料
13
）（
注
26
） 

し
た
が
っ
て
、
日
本
側
資
料
11
、
12
と
外
国
側
資
料
９
、
10
、
13
に
つ
い
て
は
、

宝
生
寺
を
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
教
会
に
変
え
た
こ
と
、
純
忠
が
宝
生
寺
地
に
埋
葬
さ
れ

た
こ
と
、
同
地
の
教
会
は
喜
前
が
一
六
〇
三
年
に
焼
く
ま
で
存
続
し
た
こ
と
を
、
ど

ち
ら
も
含
め
て
述
べ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

2) 
 

私
た
ち
の
住
ま
い
・
・（
修
道
院
） 

次
の
資
料
14
、
15
は
、
同
じ
坂
口
時
代
の
放
火
事
件
を
記
し
た
別
個
の
資
料
で

あ
る
。
坂
口
館
放
火
に
続
き
、
放
火
未
遂
に
終
わ
っ
た
次
の
場
所
に
つ
い
て
、
資
料

14
は
「
城
の
近
く
に
あ
っ
た
教
会
付
き
の
別
の
家
屋
」、
資
料
15
は
「
大
村
の
私
た

ち
の
前
に
い
た
所
」「
宝
性
寺
（F

u
x
on

ji

）」
と
記
す
が
、
い
ず
れ
も
同
一
地
の
異
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な
る
場
所
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

「
そ
の
悪
辣
な
若
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
城
の
近
く
に
あ
っ
た
教

会
付
き
の
別
の
家
屋
も
焼
き
払
お
う
と
考
え
た
。」（
資
料
14
）（
注
27
） 

「
そ
れ
だ
か
ら
翌
日
私
が
長
崎
か
ら
着
い
た
時
に
は
、
彼
ら
は
す
で
に
大
村
の

私
た
ち
の
前
に
い
た
所
、
宝
性
寺
に
移
っ
て
い
た
。
そ
の
日
の
午
後
す
な
わ
ち

私
が
到
着
し
た
夕
刻
、
同
じ
く
夕
食
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
時
、
坂
口
の
火
事

が
起
っ
た
の
と
同
じ
時
間
に
、
同
じ
男
が
宝
性
寺
で
も
放
火
し
た
。
し
か
し
直

ち
に
発
見
さ
れ
た
の
で
消
す
こ
と
が
で
き
て
、
何
も
焼
か
れ
ず
に
す
ん
だ
」（
資

料
15
）（
注
28
） 

ま
た
、純
忠
の
未
亡
人
マ
グ
ダ
レ
ナ
が
、坂
口
館
か
ら
移
り
住
ん
だ
所
に
つ
い
て
、

資
料
16
で
は
、「
城
の
近
く
に
あ
っ
た
私
た
ち
の
大
村
の
旧
住
居
」「
そ
の
家
や
な
お

保
存
さ
れ
て
い
る
教
会
」、
資
料
17
で
は
、「
我
ら
の
教
会
と
修
道
院
」「
大
村
の
我

ら
の
（
施
設
）」「
こ
の
（
大
村
の
建
物
）」「
前
面
の
部
分
は
す
べ
て
彼
女
の
使
用
に

当
て
ら
れ
、
教
会
は
若
干
の
宿
泊
施
設
を
付
し
て
、
も
っ
と
奥
の
方
に
隠
れ
る
よ
う

に
し
て
置
か
れ
、
区
分
さ
れ
て
い
た
」
と
記
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
同
一
地
の
異
な
る
場

所
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
城
近
く
に
あ
っ
た
教
会
付
き
の
修
道
院
と
い
う
こ
と

で
は
共
通
し
て
お
り
、
マ
グ
ダ
レ
ナ
が
移
り
住
ん
だ
お
か
げ
で
、
ル
セ
ナ
が
追
放
さ

れ
る
ま
で
こ
の
大
村
の
建
物
は
難
を
免
れ
た
。 

「
そ
の
た
め
に
殿
や
そ
の
土
地
の
人
々
お
よ
び
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
の
未
亡

人
は
、
彼
女
が
全
家
族
と
共
に
、
城
の
近
く
に
あ
っ
た
私
た
ち
の
大
村
の
旧
住

居
に
移
っ
て
そ
こ
に
住
み
、そ
の
家
や
な
お
保
存
さ
れ
て
い
る
教
会
を
維
持
し
、

私
た
ち
が
夫
人
の
屋
敷
へ
移
る
の
が
よ
い
、
と
考
え
た
」（
資
料
16
）（
注
29
） 

「
我
ら
の
教
会
と
修
道
院
を
救
う
た
め
に
（
そ
れ
ら
の
）
自
宅
を
司
祭
た
ち
に

譲
り
、
自
ら
は
息
子
と
と
も
に
大
村
の
我
ら
の
（
施
設
）
に
移
り
住
ん
だ
。
こ

の
（
大
村
の
建
物
）
は
、
前
面
の
部
分
は
す
べ
て
彼
女
の
使
用
に
当
て
ら
れ
、

教
会
は
若
干
の
宿
泊
施
設
を
付
し
て
、
も
っ
と
奥
の
方
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て

置
か
れ
、
区
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
一
人
の
司
祭
が
一
人
の
修
道
士
と
と

も
に
大
村
の
人
々
を
慰
め
援
助
す
る
た
め
に
留
ま
っ
た
。・
・
・
そ
し
て
そ
こ
に

マ
グ
ダ
レ
ナ
が
住
ん
で
い
る
こ
と
へ
の
配
慮
か
ら
、
教
会
と
修
道
院
は
今
に
い

た
る
ま
で
難
を
免
れ
た
の
で
あ
る
」（
資
料
17
）（
注
30
） 

 

資
料
は
い
ず
れ
も
坂
口
時
代
の
出
来
事
だ
が
、
当
時
に
言
う
「
私
た
ち
の
大
村
の

旧
住
居
」
と
は
、
坂
口
に
移
る
前
、
つ
ま
り
集
団
改
宗
後
の
出
来
事
と
な
る
。
資
料

17
か
ら
、
施
設
は
教
会
と
修
道
院
の
構
成
と
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
は
カ
ー
ザ
（
修
院
）

の
こ
と
と
文
脈
上
か
ら
解
せ
ら
れ
る
。
逐
語
的
に
集
め
て
長
く
解
析
し
た
が
、
ル
セ

ナ
が
「
私
た
ち
の
家
」
と
記
し
た
時
点
で
、
宗
教
者
な
ら
修
道
院
の
こ
と
だ
と
か
、

あ
る
い
は
修
道
院
の
建
築
知
識
か
ら
共
住
の
家
と
直
感
し
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。 

 

3) 

修
道
院
の
建
築
年
代 

こ
の
カ
ー
ザ
に
あ
る
教
会
と
修
道
院
の
建
築
年
代
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。 

集
団
改
宗
後
の
記
録
の
中
に
、
伊
佐
早
（
諫
早
）
氏
が
事
故
死
し
た
時
に
造
ら
れ

た
教
会
に
つ
い
て
、
二
つ
の
異
な
る
資
料
18
、
19
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
資

料
18
の
「
大
村
の
城
の
中
に
（
あ
っ
た
が
）、
手
狭
ま
で
あ
っ
た
の
で
司
祭
は
別
に

大
き
な
の
を
城
外
に
建
て
る
こ
と
に
決
め
た
」
と
、
資
料
19
の
「
城
下
に
・
・
・
一

つ
の
大
き
い
教
会
」
と
は
、
同
じ
教
会
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
資
料
19
の
「
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
祭
壇
画
」
と
、
資
料
20
の
「 [

こ
の

教
会
に
お
か
れ
た
の
で]

そ
の
像
に
祈
り
に
大
村
か
ら
人
々
が
来
た
聖
母
の
像
」
が
あ

る
。
著
者
の
シ
ュ
ッ
テ
氏
は
、
資
料
20
の
聖
堂
の
注
記
に
「
癩
患
者
の
た
め
に
別
な

聖
堂
を
建
て
・
・
・
一
方
、
そ
の
付
近
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
聖
母
マ
リ
ア
の

古
い
聖
画
が
非
常
に
尊
敬
さ
れ
、
大
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
好
ん
で
そ
こ
へ
巡
礼
し
て

い
た
。
こ
の
聖
画
の
た
め
に
特
別
な
聖
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
た
」（
注
31
）

と
述
べ
て
い

る
の
で
、
資
料
20
の
聖
母
の
像
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
聖
画
と
で
も
翻
訳
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
祭
壇
画
」
と
「
聖
母
の
像
」
に
つ

い
て
、
翻
訳
語
は
異
な
る
が
、
同
一
物
で
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

そ
う
な
る
と
、
城
か
ら
近
い
こ
と
、
聖
母
マ
リ
ア
の
聖
画
の
聖
堂
が
共
通
し
、
カ

ー
ザ
を
構
成
す
る
教
会
と
修
道
院
の
う
ち
、
教
会
の
こ
と
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
資

料
20
の
ル
セ
ナ
の
言
は
「
古
く
か
ら
大
村
に
あ
っ
て
」
の
訳
文
だ
が
、
資
料
19
か

ら
、
教
会
は
一
五
七
七
年
の
降
誕
祭
（
十
二
月
二
十
五
日
）
頃
の
建
設
で
、
ル
セ
ナ

の
大
村
赴
任
の
前
年
と
認
め
ら
れ
る
。 

「
教
会
が
多
数
建
立
さ
れ
、
そ
の
一
つ
は
大
村
の
城
の
中
に
（
あ
っ
た
が
）、
手

狭
ま
で
あ
っ
た
の
で
司
祭
は
別
に
大
き
な
の
を
城
外
に
建
て
る
こ
と
に
決
め
た
。

た
だ
し
、
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
（
純
忠
）
の
敵
で
あ
る
伊
佐
早(T

a
fa

i)

が
か

つ
て
幾
つ
か
の
教
会
を
焼
い
て
い
る
の
で
、
右
の
教
会
を
も
焼
き
払
う
恐
れ
が

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
会
（
の
建
設
）
に
取
り
掛
か
る
と
、
我
ら
の
主
は
こ

の
悪
魔
の
手
先
が
死
に
、
当
地
の
キ
リ
シ
タ
ン
宗
団
が
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
取

り
計
ら
い
給
い
、・
・
・
た
だ
ひ
た
す
ら
右
の
教
会
の
建
立
を
望
む
と
述
べ
た
。

彼
は
進
ん
で
工
事
を
助
け
、
木
材
を
運
ば
せ
た
が
、
そ
の
中
に
は
三
百
乃
至
四

百
名
が
運
ん
だ
木
材
も
あ
っ
た
。
諸
人
が
非
常
な
熱
意
を
も
っ
て
従
事
し
て
お

り
、
我
ら
は
本
年
、
同
教
会
で
降
誕
祭
を
行
な
う
こ
と
を
デ
ウ
ス
に
お
い
て
期

待
し
て
い
る
」（
資
料
18
）（
注
32
） 

「
伊
佐
早
が
・
・
・
事
故
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
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ウ
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
満
足
と
喜
悦
の
あ
ま
り
、
自
分
の
城
下
に
、
彼
ら
の
主

な
る
デ
ウ
ス
が
賛
美
さ
れ
る
よ
う
に
、
感
謝
の
念
か
ら
一
つ
の
大
き
い
教
会
を

建
て
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
さ
っ
そ
く
そ
れ
を
実
行
し
、
教
会
に
対

し
て
は
（
一
定
の
）
封
禄
、
お
よ
び
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
祭
壇
画
を
製
作
す
る

た
め
の
費
用
と
し
て
銀
で
五
十
タ
エ
ル
を
授
け
た
」（
資
料
19
）（
注
33
） 

「
憐
れ
な
癩
患
者
は
自
分
た
ち
の
造
っ
た
小
屋
に
引
き
こ
も
っ
て
、
そ
こ
で
み

な
一
緒
に
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
暮
し
て
い
た
。・
・
・
彼
ら
の
住
ん
で
い
る
所
の

近
く
、
石
を
投
げ
れ
ば
届
く
ぐ
ら
い
の
所
に
一
つ
の
聖
堂
が
造
ら
れ
、
そ
れ
は

癩
患
者
が
毎
日
ミ
サ
を
拝
聴
し
た
り
祈
る
の
に
役
に
立
っ
た
。
そ
こ
で
ミ
サ
が

捧
げ
ら
れ
る
時
に
そ
れ
を
聴
く
為
に
大
村
か
ら
人
々
が
来
た
し
、
ま
た
古
く
か

ら
大
村
に
あ
っ
て
多
数
の
人
々
が
信
心
の
た
め
に
集
ま
っ
て
来
る
聖
母
の
像
が

[

こ
の
教
会
に
お
か
れ
た
の
で]
そ
の
像
に
祈
り
に
大
村
か
ら
人
々
が
来
た
が
、

癩
患
者
は
そ
の
人
々
と
は
完
全
に
別
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
癩
患
者

へ
の
施
し
の
慣
わ
し
や
大
村
か
ら
四
分
の
一
レ
グ
ア
あ
ま
り
距
た
っ
た
こ
の
教

会
へ
大
村
か
ら
参
拝
に
来
る
信
心
と
風
習
は
、
私
た
ち
が
追
放
さ
れ
非
常
に
き

れ
い
に
よ
く
造
ら
れ
て
い
た
こ
の
教
会
が
取
り
毀
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
」（
資
料

20
）（
注
34
） 

 

修
道
院
に
つ
い
て
は
、
い
つ
設
け
ら
れ
た
の
か
。
次
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
要
録

（
資
料
21
）
に
よ
る
と
、
大
村
は
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
で
あ
っ
た
が
、
カ
ー
ザ
が
一
五
八

〇
年
八
月
に
は
開
設
さ
れ
て
い
る
。
ル
セ
ナ
は
一
五
七
八
年
に
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
に
入

っ
た
が
、『
ル
セ
ナ
回
想
録
』
で
、
一
五
八
七
年
迫
害
以
前
の
住
ま
い
は
一
カ
所
し
か

あ
げ
て
い
な
い
。
ま
た
同
資
料
に
、「
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
で
改
変
が
行
な
わ
れ
た
」「
レ

ジ
デ
ン
シ
ア
は
大
村
に
あ
る
・
・
・
我
々
は
そ
こ
に
カ
ー
サ
を
一
つ
所
有
」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
の
場
を
改
変
し
て
カ
ー
ザ
と
し
た
と
み
ら
れ
、
両

者
は
同
一
場
所
と
考
え
ら
れ
る
。 

「（
こ
れ
ら
ド
ン
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
領
土
で
も
、
や
は
り
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
で
改

変
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
郡
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
が
廃
棄
さ
れ
、
長
崎
と

大
村
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
で
は
、
パ
ー
ド
レ
と
イ
ル
マ
ン
が
増
員
さ
れ
た
）。・
・
・

現
在
、
我
々
は
そ
こ
に
、[

次
の]

三
つ
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
を
所
有
し
て
い

る
。・
・
・
二
つ
め
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
は
大
村
に
あ
る
。
大
村
は
大
村
地
方
全
域

の
要
で
、
我
々
は
そ
こ
に
カ
ー
サ
を
一
つ
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
カ
ー
サ
は
修

練
院
、
ま
た
は
日
本
語
学
習
者
用
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
を
設
け
る
の
に
非
常
に
適
し

て
い
る
。」（
資
料
21
）（
注
35
） 

 

4) 

修
道
院
の
所
在
地 

前
々
項
で
解
析
し
た
坂
口
時
代
の
ル
セ
ナ
た
ち
の
潜
伏
地
は
、私
た
ち
の
旧
住
居
、

修
道
院
な
ど
様
々
に
表
現
さ
れ
た
が
、
そ
の
所
在
地
と
な
る
場
所
を
特
定
す
る
必
要

が
あ
る
。 

説
②
は
、
坂
口
時
代
の
潜
伏
地
を
宝
生
寺
と
し
た
説
で
、
同
説
は
修
院
と
ま
で
言

及
は
な
い
が
、
資
料
15
に
あ
る
「
宝
性
寺
（F

u
x
on

ji

）」
の
記
載
を
潜
伏
地
の
根
拠

と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
『
ル
セ
ナ
回
想
録
』
の
「
宝
性
寺
（F

u
x
on

ji

）」
記
載
に
つ
い
て
、
不
可
解

な
点
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
迫
害
の
最
中
な
の
に
、
坂
口

よ
り
人
通
り
が
多
い
城
下
の
宝
生
寺
を
潜
伏
先
に
選
ぶ
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

二
つ
目
は
、
本
解
析
と
資
料
20
に
よ
り
、
大
村
か
ら
潜
伏
地
（
修
院
）
ま
で
四
分
の

一
レ
グ
ア
（
約
千
三
百
九
十
三
メ
ー
ト
ル
）
の
距
離
と
わ
か
る
が
、
市
街
か
ら
宝
生

寺
入
口
ま
で
は
約
百
メ
ー
ト
ル
な
の
で
宝
生
寺
案
で
は
大
村
か
ら
近
す
ぎ
る
。
こ
の

よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
の
は
、
資
料
15
で
「
宝
生
寺
」
と
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
原
因

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

『
ル
セ
ナ
回
想
録
』
の
註
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ッ
テ
氏
は
著
作
に
あ
た
り
一
九
六
九

年
に
大
村
市
役
所
を
訪
れ
て
判
断
し
た
よ
う
だ
。「F

u
x
on

ji

古
い
ポ
ル
ト
ガ
ル
式
ロ

ー
マ
字
の
こ
の
ス
ペ
リ
ン
グ
は
現
代
風
で
は

F
u

sh
oji

に
な
る
。
た
だ
し
、
も
し

F
u

x
on

ji

はF
ox

on
ji

の
誤
記
な
ら
ば
現
代
風
で
はH

ōsh
ōji

（
宝
性
寺
？
）に
な
る
」

と
あ
る
（
注
36
）
。
果
た
し
て
そ
う
か
。 

 

さ
て
こ
のF

u
x
on

ji

だ
が
、
古
図
（
図
１
）
を
参
照
す
る
と
、
宝
性
寺
（
ホ
ゥ
シ

ョ
ウ
ジ
）
以
外
に
、
発
音
が
近
い
「
通
照
寺
（
ツ
ゥ
シ
ョ
ウ
ジ
）」
の
記
載
が
あ
る
こ

と
に
気
付
く
。
頭
文
字
がF

で
な
くT

と
変
え
る
だ
け
でT

u
x
on

ji

と
な
り
、
現
代

風
で
は

T
ū

sh
ōji

、
つ
ま
り
通
照
寺
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ツ
音
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

に
欠
け
て
い
た
が
、
当
該
箇
所
が
ス
ペ
イ
ン
語
文
体
で
あ
れ
ばT

u

表
記
の
可
能
性

が
あ
る
。 

 

こ
の
通
照
寺
に
つ
い
て
、
日
本
側
文
献
を
検
証
し
た
。
江
戸
期
の
『
大
村
管
内
絵

図
』（
注
37
）

と
照
合
す
る
と
、
古
図
の
通
照
寺
と
思
わ
れ
る
所
に
、「
大
圓
寺
」
と
あ

る
。
ま
た
、
次
の
資
料
22
の
『
郷
村
記
』
の
大
圓
寺
蹟
に
、「
大
迫
に
あ
り
、
古
来

か
ら
の
寺
地
で
寺
号
宗
旨
は
不
明
、
本
経
寺
支
配
地
で
地
名
を
古
堂
ヶ
原
と
い
う
」

と
由
緒
書
が
あ
る
。
地
名
の
大
迫
は
、
現
在
の
同
字
名
と
位
置
が
合
わ
な
い
が
、『
大

村
管
内
絵
図
』
の
大
圓
寺
辺
り
に
寺
名
と
大
迫
の
記
入
が
あ
る
の
で
、
当
時
の
大
圓

寺
の
位
置
と
定
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
江
戸
期
の
大
圓
寺
蹟
に
「
あ
る
古
来
か
ら
の
寺
地
で
寺
号
宗
旨
は

不
明
」
の
地
と
は
、
か
つ
て
の
通
照
寺
の
寺
地
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「
古
堂
ヶ
原
」
の
古
堂
と
は
耶
蘇
寺
の
こ
と
で
、
前
項
の
解
析
か
ら
集
団
改
宗
後
の
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修
道
院
の
位
置
と
考
え
ら
れ
る
。
同
施
設
の
破
壊
後
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）、
こ

の
旧
跡
に
大
圓
寺
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
名
の
「
古
堂
ヶ
原
」
は
、
寛
政
三

年
に
大
杉
大
明
神
を
建
立
し
（
現
在
は
琴
平
神
社
）、
境
内
西
端
の
稲
荷
社
は
「
往
古

三
城
城
内
ノ
鎮
守
也
」
と
、
三
城
城
と
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
（
注
38
）
。 

さ
ら
に
、
資
料
23
の
大
圓
寺
寺
伝
に
、
創
建
当
時
の
本
堂
は
二
間
梁
三
間
半
の
萱

葺
き
、
こ
れ
に
「
大
村
外
記
所
」
を
建
立
し
、
寺
禄
は
大
村
氏
が
寄
付
し
た
。
往
昔

は
大
圓
寺
傍
の
農
民
は
多
年
病
で
伏
せ
て
い
た
、
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
照
寺

の
発
音
、
往
昔
は
寺
地
で
あ
っ
た
こ
と
の
類
似
の
ほ
か
に
も
、
寺
伝
の
内
容
が
、
聖

バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
の
祭
壇
画
の
あ
る
教
会
の
存
在
、
近
く
に
癩
患
者
の
存
在
、
と
い
う

外
国
側
資
料
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、
大
村
氏
の
も
の
と
な
っ
て

い
た
通
照
寺
の
地
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
カ
ー
ザ
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
は
日
本
名
「
大

村
外
記
所
」
と
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

距
離
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
。
大
村
か
ら
「
古
堂
ヶ
原
」
ま
で
（
市
中
心
の
四

ツ
辻
か
ら
琴
平
神
社
ま
で
）
の
往
昔
の
道
の
り
を
ゼ
ン
リ
ン
地
図
に
当
て
は
め
、
距

離
を
測
る
と
約
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
四
分
の
一
レ
グ
ア
に
ほ
ぼ
近
い
値
と

な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
合
う
こ
と
か
ら
、
教
会
と
修
道
院
の
場
所
は
も
と
の
通
照
寺
の

地
と
推
断
で
き
る
と
考
え
る
。
当
地
は
武
部
郷
字
大
円
寺
の
地
が
該
当
す
る
。 

現
地
の
琴
平
神
社
を
訪
れ
る
と
、
そ
こ
は
尾
根
道
の
突
き
当
り
に
位
置
し
、
見
晴

ら
し
良
く
、
湾
や
町
が
望
め
た
。
琴
平
神
社
か
ら
の
下
り
道
の
途
中
で
、
三
城
城
へ

の
道
と
、解
析
し
た
純
忠
墓
所
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
地
へ
の
道
に
分
か
れ
て
い
た
。

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
大
村
の
修
院
に
つ
い
て
、「
こ
こ
に
も
吾
人
は
非
常
に
快
適
な
場

所
を
所
有
し
て
い
る
」
（
注
39
）

と
表
現
し
た
こ
と
に
地
形
的
な
違
和
感
は
な
い
。 

「
大
圓
寺
蹟 

 

池
田
分
大
迫
に
あ
り
、
此
所
古
来
よ
り
の
寺
地
な
り
と
云
ふ

寺
号
宗
旨
不
知
、
本
經
寺
支
配
地
な
り
地
名
を
古
堂
ヶ
原
と
云
ふ
、
こ
の
舊
跡

に
貞
享
二
乙
丑
年
一
寺
を
建
立
、
瑠
璃
光
山
大
圓
寺
天
台
宗
松
林
山
圓
融
寺
末

寺
と
号
す
」（
資
料
22
）
（
注
40
） 

「
瑠
璃
光
山
大
圓
寺 

在
大
迫
、
天
台
宗
、
松
林
山
円
融
寺
末
寺
、
当
時
廃
寺
、

寺
領
四
石
、
寺
地
東
西
弐
拾
四
間
、
南
北
六
間
・
・
・
寺
伝
曰
、
当
寺
創
建
之

時
之
本
堂
ハ
、
弐
間
梁
三
間
半
萱
葺
也
、
是
大
村
外
記
所
建
立
而
、
寺
禄
亦
従

大
村
氏
寄
付
之
、
此
家
減
禄
後
従
近
郷
加
修
補
、
雖
然
無
程
依
及
大
破
、
遂
廃

之
云
云
、
又
当
寺
本
尊
石
像
薬
師
如
来
者
、
舊
従
土
中
所
掘
出
之
尊
像
也
、
尋

其
由
来
、
往
昔
有
大
圓
寺
傍
農
民
臥
病
多
年
、
或
日
令
験
者
占
其
病
根
、
験
者

曰
是
霊
仏
之
祟
也
、
農
民
恐
懼
而
改
見
我
屋
鋪
辺
杲
、
従
土
中
得
石
仏
一
体
則

安
置
、
此
石
像
於
当
寺
不
思
議
哉
、
其
時
数
年
之
病
脳
忽
平
、
愈
爾
来
崇
当
寺

之
本
尊
、
従
来
霊
験
最
多
」（
資
料
23
）
（
注
41
） 

 

以
上
の
解
明
点
を
要
約
す
る
と
、
一
五
七
四
年
の
集
団
改
宗
で
宝
生
寺
を
イ
エ
ズ

ス
会
士
教
会
に
変
え
、
一
五
七
五
年
に
城
の
外
の
通
照
寺
地
に
教
会
を
設
け
た
。
七

八
年
に
同
地
を
住
院
と
し
、
八
十
年
に
修
院
を
設
け
た
。 

こ
の
こ
と
で
町
の
構
成
は
、
城
と
市
街
中
心
に
宗
教
施
設
を
配
し
た
構
成
か
ら
、

城
と
市
街
地
の
軸
線
に
並
行
し
て
、
修
院
と
教
会
の
軸
を
形
成
さ
せ
た
拡
大
過
程
が

読
み
取
れ
る
。
城
の
外
に
出
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
大
手
通
り
の
都
市
軸
線
に
並

行
し
て
、
修
院
と
教
会
の
宗
教
軸
を
地
域
内
に
つ
く
り
キ
リ
ス
ト
教
界
を
浸
透
さ
せ

た
。
こ
れ
は
、
町
を
宗
教
的
に
強
化
し
、
戦
国
期
の
リ
ス
ク
を
避
け
た
配
置
と
考
え

ら
れ
る
。 
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（
１
）
松
田
毅
一
『
日
葡
交
渉
史
』
三
一
九
頁
、
一
九
六
三
年 

（
２
）
長
崎
新
聞
社
『
長
崎
県
大
百
科
事
典
』
一
〇
七
頁
、
七
七
七
頁
、
一
九
八
四
年 

（
３
）
大
村
市
『
新
編
大
村
市
史
』
四
三
六
頁
、
二
〇
一
四
年
、
久
田
松
和
則
「
仏
教
寺
院
の
キ
リ

シ
タ
ン
施
設
転
用
の
一
例
―
大
村
純
忠
埋
葬
地
・
宝
生
寺
の
場
合
」『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第
二
十

五
輯
、
一
九
八
五
年
、
五
野
井
隆
史
「
伴
天
連
追
放
令
と
大
村
領
の
キ
リ
シ
タ
ン
教
界
」『
キ
リ
シ

タ
ン
文
化
研
究
会
会
報
』
一
四
五
号
、
七
頁
、
二
〇
一
五
年 

（
４
）
高
瀬
弘
一
郎
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
コ
レ
ジ
オ
』
六
八
五
～
七
二
四
頁
、
二
〇
一
七
年 

（
５
）『
三
城
小
路
図
写
』
大
村
市
立
史
料
館
蔵 

（
６
）
一
五
六
三
年
十
一
月
十
四
日
付
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
簡 

（
７
）
一
五
七
一
年
十
月
二
十
日
付
、
ゴ
ア
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
簡 

（
８
）
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
９
、
第
一
部
98
章
、
三
六
〇
頁
、
一
九

七
九
年 

（
９
）
一
五
六
九
年
八
月
十
五
日
付
、
日
本
、
氏
名
不
詳
の
一
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
書
簡 

（
10
）
一
五
六
九
年
十
月
三
日
付
、
志
岐
、
ミ
ゲ
ル
・
ヴ
ァ
ス
書
簡 

（
11
）
一
五
七
〇
年
十
月
二
十
五
（
十
五
）
日
付
、
平
戸
、
ル
イ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ
ダ
書
簡 

（
12
）
一
五
七
五
年
九
月
十
二
日
付
、
長
崎
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
書
簡 

（
13
）
藤
野
保
編
『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
〇
九
頁
、
一
九
八
二
年 

（
14
）
一
五
八
六
年
に
大
友
宗
麟
が
使
用
し
た
大
砲
「
国
崩
し
」
は
、
フ
ラ
ン
キ
砲
の
名
で
射
程
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距
離
は
三
町
ほ
ど
だ
と
い
う 

（
15
）
一
五
七
六
年
九
月
九
日
付
、
口
之
津
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
書
簡 

（
16
）『
大
村
市
史
（
上
）』、『
新
編
大
村
市
史
（
第
二
巻
中
世
編
）』
二
〇
一
四
年 

（
17
）
ヨ
ゼ
フ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ッ
テ
編
、
佐
久
間
正
・
出
崎
澄
男
訳
『
大
村
キ
リ
シ
タ
ン
史

料 
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
ル
セ
ナ
の
回
想
録
』
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
、
一
九
七
五
年 

（
18
）
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
10
、
第
一
部
一
〇
四
章
、
二
一
頁
の
註

（
４
）、S

ch
ü

tte
.I-1

.2
8
6

～2
8
8
 

（
19
）（
17
）
に
同
じ
、
第
二
部
注
（
58
）、
二
〇
四
頁 

（
20
）
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
11
、
第
二
部
九
〇
章
、
七
九
頁 

（
21
）
一
五
八
七
年
三
月
十
二
日
付
、
大
村
、
ル
セ
ナ
書
簡(J

.1
0
- I I -2

4
1
)  

、（
17
）
に
同
じ
、

第
二
部
註
（
18
）、
一
九
〇
頁 

（
22
）（
17
）
に
同
じ
、
第
二
部
、
一
二
四
頁 

（
23
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
、
一
三
七
頁 

（
24
）『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
国
書
刊
行
会
、
二
四
六
頁
、
一
九
八
二
年 

（
25
）（
13
）
に
同
じ
、
一
一
四
～
一
一
五
頁 

（
26
）（
17
）
に
同
じ
、
第
二
部
、
一
〇
六
頁 

（
27
）
一
五
九
二
年
十
月
一
日
付
、
長
崎
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
簡
、1

5
9
1

・9
2

年
度
・
日
本

年
報 

（
28
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
、
一
三
九
頁 

（
29
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
、
一
三
八
頁 

（
30
）
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
12
、
第
三
部
三
六
章
、
二
〇
六
頁 

（
31
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
註
（
48
）、
二
一
三
頁 

（
32
）
一
五
七
七
年
十
月
二
十
七
日
付
、
大
村
発
信
、
ミ
ゲ
ル
・
ヴ
ァ
ス
修
道
士
よ
り
ゴ
ア
の
（
イ

エ
ズ
ス
）
会
の
司
祭
ら
宛
書
簡
の
写
し 

 
 

（
33
）（
18
）
に
同
じ
、
第
一
部
一
〇
四
章
、
一
八
～
一
九
頁 

（
34
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
、
一
三
五
～
一
三
六
頁 

（
35
）
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
著
、
高
橋
裕
史
訳
『
東
イ
ン
ド
巡
察
記
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一

八
二
～
一
八
三
頁
。
東
イ
ン
ド
管
区
の
諸
事
と
、
そ
の
統
括
に
関
す
る
要
録
。
一
五
八
〇
年
八
月
に

完
成
さ
れ
た
。 

（
36
）（
17
）
に
同
じ
、
第
三
部
註
（
56
）、
二
一
四
頁 

（
37
）『
大
村
管
内
絵
図
』
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵 

（
38
）（
13
）
に
同
じ
、
二
二
六
頁 

（
39
）（
35
）
に
同
じ
、
二
〇
四
頁 

（
40
）（
13
）
に
同
じ
、
一
一
六
頁 

（
41
）（
13
）
に
同
じ
、
二
六
三
頁 


